
あきる野市観光施設「秋川橋河川公園、第１水辺公園リバーサイドパーク一の谷及び 

第４水辺公園秋川ふれあいランド」の指定管理者の候補者について 

 

１ 公の施設の名称 

あきる野市観光施設「秋川橋河川公園、第１水辺公園リバーサイドパーク一の谷及び第４水辺

公園秋川ふれあいランド」 

 

２ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 指定管理者の候補者の概要 

（１） 名称  

一般社団法人あきる野市観光協会（以下「（一社）観光協会」という。） 

（２） 住所  

東京都あきる野市舘谷台１６番地 

（３） 事業内容 

「観光に関する調査研究」「観光に関する情報の収集及び刊行」「観光施設等の管理運営」

「観光資源の保全及び開発」「観光に関するイベントの開催」「観光宣伝及び観光客の誘致」

「特産品、土産品宣伝及び開発奨励」「東京都及びあきる野市の観光行政への協力」など 

 

４ 指定管理者の候補者の決定までの経過 

  平成２８年 

８月 ８日（月） 環境経済関係施設部会の開催（審査要領等の検討） 

８月２６日（金）～９月６日（火） 

あきる野市指定管理者選定委員会委員への意見聴取（審査要領等） 

９月 ７日（水） 指定管理者審査要領等の決定 

９月１２日（月） 指定申請書の提出期限 

９月１３日（火） あきる野市指定管理者選定委員会への諮問 

９月２７日（火） あきる野市指定管理者選定委員会（第２２回）の開催 

  平成２９年 

１月２３日（月） あきる野市指定管理者選定委員会（第２３回）の開催 

１月２３日（月） あきる野市指定管理者選定委員会からの答申 

１月２６日（木） 指定管理者の候補者の決定 

 

５ 指定管理者の候補者の審査方法 

候補者の審査は、あきる野市指定管理者選定委員会において提出書類とプレゼンテーション

（業務内容提案）を基に行った。 

 



６ 公募によらず（一社）観光協会を指定管理者の候補者とした理由 

  （一社）観光協会は、観光の振興、観光資源の保全等に積極的に取り組み、市と協働で観光ま

ちづくりを推進し、本市の観光行政及び地域経済を支えている団体である。河川公園等の管理運

営においては、前身のあきる野市観光協会当時から良好で安定した行政サービスの提供を行って

おり、その実績を踏まえ、今後も安定した事業効果が期待できる団体であるため、新たに指定管

理者とするものである。 

 

７ 指定管理者選定委員会における審査の結果 

評 価 項 目 
評 価 

良い 普通 悪い 

１ 指定管理者としての管理運営の状況について ５ ２ ０ 

２ 施設の管理運営に係る改善等の取組について ２ ５ ０ 

３ 団体の経営方針について ５ ２ ０ 

４ 施設の運営方針について ４ ３ ０ 

５ 施設の管理運営の実績を踏まえた今後の取組方針について ２ ５ ０ 

６ 施設の管理運営について ３ ４ ０ 

７ 人員体制について ２ ４ １ 

８ 収支見込みについて ５ ２ ０ 

９ 個人情報の保護対策及び情報公開について ２ ５ ０ 

１０ 苦情処理体制について ２ ５ ０ 

１１ 危機・安全管理体制について ４ ２ １ 

１２ 地域や市内事業者、他施設等との連携について ６ １ ０ 

１３ 環境への配慮について ４ ２ １ 

１４ 法人の経営状況について ２ ５ ０ 

評 価 合 計 ４８ ４７ ３ 

 

８ 指定管理者の候補者の決定 

あきる野市指定管理者選定委員会において、審査結果を基に審議した結果、あきる野市観光施

設「秋川橋河川公園、第１水辺公園リバーサイドパーク一の谷及び第４水辺公園秋川ふれあいラ

ンド」の設置目的を効果的に達成することができると認められるため、「（一社）観光協会」を指

定管理者の候補者とした。 

あきる野市では、あきる野市指定管理者選定委員会の答申を受け、「（一社）観光協会」をあき

る野市観光施設「秋川橋河川公園、第１水辺公園リバーサイドパーク一の谷及び第４水辺公園秋

川ふれあいランド」の指定管理者の候補者に決定した。 


